
【様式２-７】 

設計チーム協定書 
（組織） 

第１条 ○○会社及び△△会社は、令和８年度都市構造再編集中支援事業リニア駅前広場交

流施設(仮称)実施設計業務委託に係る業務（以下「本件業務」という。）を共同連帯して営

むため、設計チームを組織する。 

（名称） 

第２条 前条の設計チームは、リニア駅前広場交流施設(仮称)実施設計チーム（以下「本設計

チーム」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第３条 本設計チームは、事務所を○○○○に置く。 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 本設計チームは、令和 年 月 日に成立し、その存続期間は、プロポーザルによ

る選定の結果、当該業務を受託した場合は当該業務が完了し本設計チームの精算が終了す

るまでとし、その他の場合は当該業務につき本設計チームが本件業務を受託できないことが

確定した日までとする。 

（構成事業者） 

第５条 本設計チームを構成する事業者（以下「構成事業者」という。）は、次のとおりとす

る。 

 

（代表事業者）  住 所 

事業者名 

（協力事業者１） 住 所 

事業者名 

※協力事業者が複数の場合は、協力事業者番号を追加して記載してください。 

（代表事業者） 

第６条 本設計チームは、○○○株式会社を代表事業者とする。 

 

第７条 代表事業者は本件業務の履行に関し、本設計チームを代表してその権限を行うこと

を名義上明らかにした上で、次に掲げる権限を有するものとする。 

（１） 企画提案書に関すること。 

（２） 飯田市及び監督官庁等と折衝すること。 

（３） 本件業務の委託料の請求及び受領に関すること。 

（４） 本設計チームに属する財産の管理に関すること。 

（協力事業者の責任） 

第８条 協力事業者は、本件業務に伴い本設計チームが履行する債務に関し、連帯して責任

を負うものとする。 

（構成事業者の分担の割合） 

第９条 本件業務に係る構成事業者の分担割合は、次のとおりとする。ただし、代表事業者の出

資比率は構成事業者中最大とする。 

（代表事業者）  ○○株式会社   ％ 

（協力事業者１） ○○株式会社   ％ 

※協力事業者が複数の場合は、協力事業者番号を追加して記載してください。 

２ 本件業務を受託することとなった場合は、その業務内容に応じて、前項の分担割合を見

直すものとする。 

 



（権利義務の譲渡の制限） 

第10条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。 

（業務途中における構成事業者の脱退に対する措置） 

第11条 構成事業者は、飯田市及び全ての構成事業者の承認がなければ、本件業務を完了す

る日まで本設計チームを脱退することができない。 

２  前項の規定により業務途中において本設計チームを脱退した構成事業者がある場合

においては、残存する構成事業者が本件業務を完了する。 

（構成事業者の除名） 

第12条 本設計チームは、構成事業者が業務途中において重要な義務の不履行その 他本件業

務の履行に関し重大な影響を生じる事由を生じた場合においては、当該構成事業者を除

く全ての構成事業者及び飯田市の承認により、当該構成事業者を本設計チームから除名す

ることができるものとする。 

２ 前項の場合において、代表事業者は、除名する構成事業者に対してその旨を通知しなけ

ればならない。ただし、除名する構成事業者が代表事業者である場合は、第14条の規定に

より新たに代表事業者となった構成事業者が当該通知を行うものとする。 

３ 第１項の規定により構成事業者を除名した場合においては、前条第２項の規定を準用す

るものとする。 

（業務途中における構成事業者の破産又は解散に対する措置） 

第13条 構成事業者のいずれかが業務途中において破産し、又は解散した場合においては、

第11条第２項の規定を準用するものとする。 

（代表事業者の変更） 

第14条 代表事業者が脱退し、若しくは除名された場合又は代表事業者としての責務を果た

せなくなった場 合においては、従前の代表事業者を除く全ての構成事業者及び飯田市の承

認により、遅滞なく他の構成事業者を新たな代表事業者として定めなければならない。 

２ 前項の規定により新たな代表事業者を定めたときは、直ちにその旨を飯田市に報告しなければな

らない。 

（解散後の瑕疵
か し

担保責任） 

第15条 本設計チームが解散した後においても、当該成果品につき瑕疵
か し

があったときは、各

構成事業者は連帯してその責を負うものとする。 

（協定書に定めのない事項） 

第16条 この協定書に定めのない事項については、全ての構成事業者の協議をもって定めるも

のとする。 

 

上記のとおり構成事業者が設計チーム協定を締結したので、その証拠として飯田市への提

出用を含め、協定書  通を作成し、各構成事業者が記名押印し、１通ずつ所持す る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

 

 

（代表事業者）  住 所 

事業者名 

代表者名    印 

 

 

（協力事業者１） 住 所 

事業者名 

代表者名 印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


